
平成２９年７月３１日

１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２８年度 476 416 673 522 390 606 621 779 513 481 493 761 6,731

２７年度 432 512 578 382 470 538 579 631 483 514 623 674 6,416

増　減 44 △ 96 95 140 △ 80 68 42 148 30 △ 33 △ 130 87 315

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

２８年度 17 21 24 26 26 29 32 30 16 24 20 21 286

２７年度 26 19 25 19 29 21 23 17 29 34 35 34 311

増　減 △ 9 2 △ 1 7 △ 3 8 9 13 △ 13 △ 10 △ 15 △ 13 △ 25

５ 収支の状況

1,630,959

0

9,441,605

利用料金 別添１のとおり

4,460,7014,623,637

 事　業　費

施設内容
○敷地面積：７，８５４．６２㎡
○延床面積：９９２．６５㎡
○施設内容：体育室（バスケットボール１面）、男女ロッカー・シャワー室、事務室、器具庫（小・大）

-197,218

収 　支 　差 　額 844,028

小　計

162,936

0

589,713

0

10,031,318計

10,854,190

217,473

218,374

11,072,564計

5,407,681

211,101

10,875,346

-24,945

-165,000

00

311,190

小　計

雑収入

繰入金

管理体制
　【体制図等】　別添２のとおり

8,969,000

２７年度 増　　減

286,245

1,409,000

２８年度

0

収入

県立障害者体育センター 鳥取市湖山町西３丁目１１３－２施　設　名

施設所管課名

平成２６年度～平成３０年度

利用者数 (人)

①毎週月曜日
②１２月２９日～１月３日

休館日

　　常勤職員：３人（他施設兼務職員２人）、非常勤職員：２人　〔 計 ５人 〕

・障害者体育センターの施設整備の維持管理に関する業務（保守管理、修繕、清掃、保安警備等）
・障害者体育センターの利用の許可、利用料の徴収等に関する業務
・その他施設の管理運営に必要な業務（利用受付、案内、備品貸出、利用指導又は操作、利用者へのサービス提
供、施設の利用促進、その他施設の管理運営に必要な業務）

午前９時～午後９時（７～９月は、午後９時３０分まで）

1,574,000

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（平成２８年度業務)

所在地

連絡先

指定期間社会福祉法人鳥取県厚生事業団指定管理者名

設置目的

開館時間

設置年月日 昭和52年10月13日

利用料金収入
　　　 (千円)

委託業務の内容

支出

０８５７－２６－７１９３障がい福祉課

障害者の体育活動等を推進する。

-189,945

-6,535

-7,273

利用料金収入

減免交付金

県からの委託料

 人  件  費

8,969,000

10,664,245

210,938

0

事業収入

事業外収入

区　　　　　分

 管理運営費

4,980,904 426,777

受取利息 163 901 -738



６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

衛生管理者の選任 選任の要否：否　　選任状況：否選任 ※規模の要件あり

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任 選任の要否：否　　選任状況：否選任 ※業種・規模の要件あり

産業医の選任 選任の要否：否　　選任状況：否選任 ※規模の要件あり

安全管理者の選任 選任の要否：否　　選任状況：否選任 ※業種・規模の要件あり

衛生管理者

確認項目
状況

備考
正職員 常勤補助職員 臨時職員

雇用契約
・

労使協定
有 有

労働条件の書面による提示 労働条件通知書 労働条件通知書 ※書面の名称を記入

就業規則の作成状況

労使協定の締結状況

※幅がある場合は上限、下限を記入

※常時１０人以上の労働者を起床する場合
は作成、届出が必要

※幅がある場合は上限、下限を記入

有：時間外労働・休日労
働に関する協定届

有：時間外労働・休日労
働に関する協定届

※労働基準監督署長への届出が必要な協
定の有無

労働時間

所定労働時間 週40時間 週20時間未満

適

時間管理の手法
自己申告

使用者の現認
自己申告

使用者の現認
※タイムカード、ICカード、自己申告、使用
者の現認などの別を記入

休暇、休日の状況

【休暇】
・年次有給休暇
１年度につき16日。た
だし、労働基準法に定
める日数を下回る場合
は、労働基準法に定め
るところによる。(20
日を限度に繰越)
【休日】
・非定例日の場合交代
制勤務により、勤務を
要しないと日に指定さ
れた日

【休暇】
・年次有給休暇
６ヶ月間継続勤務した
場合７日。ただし、労
働基準法に定める日数
を下回る場合は、労働
基準法に定めるところ
による。
【休日】
・非定例日の場合交代
制勤務により、勤務を
要しないと日に指定さ
れた日

※有無を記入

給与

給与金額 140,200円 68,638円 ※平均月額を記入

最低賃金との比較 適

10人以上50人未満

実施

産業医

安全管理者

※適否を記入

支払い遅延等の有無 無 無

種別 規模（常時使用する労働者数）

安全衛生推進者 安全管理者と同じ

安全衛生

一般健康診断の実施

2,001人～3,000人（５人選任）
3,001人以上（６人選任）

10人以上50人未満

業種

50人以上

50人～200人（１人選任）
201人～500人（２人選任）

1,001人～2,000人（４人選任）

全ての業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含
む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品
卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家
具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、コルフ場業、
自動車整備業及び機械修理業

全ての業種
501人～1,000人（３人選任）

衛生推進者 安全管理者の選任を要する業種以外の業種

50人以上



７ サービスの向上に向けた取組み

８ 利用者意見への対応

９ 指定管理者による自己点検

　体育館の換気扇の音がうるさく､健康被
害を感じられるほど迷惑をしているので
止めて欲しい。

　体育館の気温が高いため、気温を下げるために換気扇を稼働させていることを説明
したが、先方の理解が得られず、一時換気扇４台（全台）を停止させた。
しかし、室内の気温が著しく高い状況が続き、利用者にご迷惑をかけるため、稼働時
の騒音について、管理者等が調査確認し、東側（住宅側）の反対の西側のみの稼働な
ら可能と判断した。（東側は駐車場出入口から２、３歩進むとかすかに聞こえる。西
側については近隣施設の玄関付近まで聞こえた。）
この調査以降、西側のみの換気扇２台を稼働し、東側の使用は停止して対応を行って
いるが、以降現在まで苦情等はない。

　福祉センターに入って右側の盛り土部
分に、雑草が生い茂っていて見通しが悪
いので除草して欲しい。

　昨年度も除草して欲しいとの要望があったことから、障害者就労支援事業所（白兎
はまなす園）に依頼し日程調整をした矢先であった。翌日、申出者には謝罪するとと
もに除草の日程等を説明し了解を得た。

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

取　　組　　み　　内　　容区　分

利用者意見
の把握方法

ハード、ソフト
面の改善

 ハード面については、県工事の実施はなかった。館内修繕として、体育室器具庫東壁面下キックプレート設
置、男子トイレ換気扇取り換え、浄化槽漏水修理、体育室倉庫前防鳥ネット取り付け、バドミントン支柱とそう
修繕を行った。
　ソフト面については、夏季(７～９月)開館時間の延長（９時～２１時３０分（通常期は９時～２１時）を継続
実施した。また、職員会を随時開催し、利用者からの要望や業務内容等を職員全員で話し合い、情報共有に努め
た。

情報発信、広報
 ホームページにより、利用手続、利用料金、予約状況、その他イベント情報などの情報発信を行った。またセ
ンター内掲示版等にて、県内の障がい者スポーツイベント等のチラシ、関連ポスターによる情報提供を行った。

スポーツ教室、
スポーツイベン
トの企画、実施

　利用者からの積極的な評価

　いつも気持ちよく利用させてもらっていますとのご感想をいただいた。

〇夏場の体育館は気温が高く蒸し暑いため非常口の開放、１、２階の小窓また排煙窓を開けて対応をしているが、利用者からは
暑いとの声が多い。西側換気扇を稼働するも気温は変わらず、８の苦情事例のとおり、音がうるさいので止めて欲しいとの声も
有り、今後気温を少しでも下げるためにどうしたら良いかが課題となっている。夏期については､熱中症の事故などが起きないよ
う職員確認、利用者への啓発等を行いたい。
〇ロビー等において、障がい者の作品（絵画、書道、工芸等）を展示するなど、障がい者の創作活動を知っていただく場として
の利用についても、取り組んでいきたい。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

  昨年度に引き続き、夏季の７月～９月に開館時間の延長（９時～２１時３０分（通常は９時～２１時））を継続実施した結
果、障がい者団体等の延長利用に成果があったため、継続して実施していきたい。
冬期の体育館の温度がマイナスになることもある為、ジェットヒーターを稼働させ対応をした。

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

・利用者との「意見交換会」実施。
・施設内に設置する意見箱。
・施設窓口での意見受付。
・県への「県民の声」による意見受付。

　今年度も引き続き、５名（昨年度は２名）の障がい者スポーツ指導員を講師として招き、月２回（昨年度は月
１回）体育センタースポレク教室を開催した。スポレク内容については、障がいの種別や程度に関係なく誰でも
楽しむことが出来る「ふうせんバレー」に加え、「ミュージック・ケア」を新たに追加実施した。「ミュージッ
ク・ケア」は、「ふうせんバレーボール」の前後の準備運動やクールダウンとして取り組んでいる。
　実施状況は、２１回（昨年度１０回）実施し、延べ６２５名（昨年度３１７名）の参加であった。

目標値の設定  利用促進に資するため、利用者数等の目標値設定を行い、その実現に向けて取り組んだ。



10 施設所管課による業務点検

〔県の施策への協力〕
3

　しらはまグランドの除草業務を白兎はまなす園（障害者支援施設）に
発注している。

　○障がい者就労施設への発注

総　　　　括 3 　協定書等に基づき、適切な管理運営が実施されている。

〔関係法令の遵守状況〕

3

　関係法令に係る行政指導等無く、また外部委託は県内事業者への発注
に取り組んでいる。

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

　 ・その他の法令

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

〔会計事務の状況〕

3

　会計事務に係る不適正事案や事故等なし。

　○不適正事案や事故等の有無

　○業務報告書(月次)における内部検査結果

　○利用料金等に係る適正な会計事務
　　（利用券、利用券管理簿の管理など）

　○必要な規程類の整備
　　（会計規程、協定書等で整備が定められて
　　　いる規程など）

〔収入支出の状況〕 3 　収支決算書のとおり、適正に執行されている。

〔職員の配置〕 3 　協定書に定める人員を配置している。

〔利用者サービス〕

3

　以下のとおり適切にサービスを提供し、サービス向上に努めている。
 ・平日の夜間利用が多く、21時まで開館している。また、夏季（7～9
月）は利用者からの要望により開館時間を30分延長し、21時30分まで開
館している。
 ・他の体育施設の休館日と重ならないよう休館日を月曜日に設定してい
る。
 ・利用料金は県立体育施設に準じた設定となっている。
 ・定期利用団体間の利用調整会を実施している。
 ・ホームページ等で、利用手続き、利用料金、予約状況、イベント情報
等の情報発信している。
 ・法人の「個人情報保護規程」「情報公開規程」に従い対応している。
 ・事務所入口前に「意見箱」を設置し、要望や苦情等の把握し、内容に
ついて組織的に検討し要望者へ回答するなど、サービス向上努めてい
る。
 ・苦情解決検討会の実施
 ・定期利用団体と意見交換会を年２回実施している。
 ・事故　なし

　また、障がい者を主な対象にしたスポレク教室（ふうせんバレー、
ミュージック・ケア）を月２回開催し、障がい者が集い、仲間とともに
楽しく体を動かす機会の提供を実施している。

　○開館時間、休館日、利用料金等

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

　○個人情報保護、情報公開

　○利用者意見の把握・対応

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

3

　施設の利用案内や器具の貸し出し・使用方法の説明等について、適切
に実施されている。

　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　○利用指導・操作

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

3

　「体育センター管理規定」に基づき適切に利用許可の手続きを実施
し、知事の承認を得て決定した利用料金を徴収している。また、知事の
承認を得て規定した減免基準に従い、利用料金の減免を適切に実施して
いる。

　○利用の許可

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免の実施

項　　　　　　　目 評　価 点　　　検　　　結　　　果

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

3

　以下のとおり協定書に基づき適切に実施されている。
 ・管理員による日常清掃
 ・ワックス清掃（外部委託）を実施
 ・しらはまグランドの除草を実施（外部委託）
 ・消防設備の保守点検を実施（外部委託、7/27、2/4）
 ・浄化槽設備の保守点検を実施（外部委託 5/9ほか）
 ・夜間休館時間帯の警備を実施（非常勤職員）
 ・「緊急対応マニュアル」の設置

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応



　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。

　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。

《評価指標》５：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。



 

（別添１） 

○鳥取県立障害者体育センターの利用料金 

平成26年３月31日 

鳥取県告示第221号 

鳥取県立障害者体育センターの設置及び管理に関する条例（平成15年鳥取県条例第１号）

第11条第２項の規定に基づき、鳥取県立障害者体育センターの利用料金を次のとおり承認し

たので、同条第３項の規定により告示する。 

１ 利用料金 

(１) 施設利用料 

区分 単位 金額 

専用利用 営利を目的

としない場

合 

入場料その他これに類するも

の（以下「入場料等」という。）

を徴収しないとき 

全面１時間につき 700円

２分の１面１時間に

つき 

300円

３分の１面１時間に

つき 

200円

入場料等を徴収するとき 全面１時間につき 1,400円

営利を目的

とする場合 

入場料等を徴収しないとき 全面１時間につき 24,500円

入場料等を徴収するとき 全面１時間につき 35,000円

一般利用 一般、大学生又は専門学校の学生 １人１回につき 70円

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満の端数があるときは、

１時間として計算するものとする。 

(２) 照明利用料 

分電系統 種別 金額（１時間につき） 

１ 水銀燈 40円

２又は３ 水銀燈 60円

４又は５ 水銀燈 40円

８又は９ 白熱燈 40円

全館点灯 水銀燈及び白熱燈 320円

２分の１点灯 水銀燈及び白熱燈 160円

備考 利用時間が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満の端数があるときは、

１時間として計算するものとする。 

(３) 用具利用料 

区分 単位 金額 

バスケットボール用具（ボール及びバスケット台） １組１回につき 150円

バレーボール用具（支柱、ネット及びボール） １組１回につき 200円

バドミントン用具（支柱、ネット及びラケット） １組１回につき 50円

卓球用具（ネット、卓球台及びラケット） １組１回につき 100円

テニス用具（支柱、ネット及びラケット） １組１回につき 100円

(４) ロッカー等利用料 

区分 単位 金額 

ロッカー １ブロック１月につき 200円

備考 

１ 利用期間に１月未満の端数があるときは、１月として計算する。 

２ ロッカー内に保管できない大型物品については、ロッカー室の室内に保管すること

とし、１月の利用料は、当該物品の占用面積をロッカー１ブロックの面積（0.18平方

メートル）で除して得た数（当該数に１未満の端数があるときは、これを切り上げる。）

に200円を乗じて得た額とする。この場合において、利用期間に１月未満の端数がある

ときは、１月として算定する。 

２ 承認年月日等 

(１) 承認年月日 平成26年３月26日 

(２) 適用開始年月日 平成26年４月１日 



（別添２）

　　　

・施設統括責任者
・管理運営全般に関すること
・利用促進に資するイベント等の実施に関すること
・施設の指揮命令に関すること
・職員の人材育成に関すること

事務（常勤１：他施設兼務）

障害者福祉センター厚和寮事務員との兼務

平成２８年度障害者体育センター管理運営組織図

所長（常勤１：他施設兼務）

・利用受付業務（利用案内、申込、利用料徴収・管理、減免管理等）に関すること
・日常の収支、予算執行、決算事務等の会計処理に関すること
・利用者の把握（事故防止、苦情受付等）に関すること
・館内管理（日常清掃、定期清掃委託、館内保守委託、修繕等）に関すること
・情報提供（イベント案内、ホームページ管理）に関すること
・自動販売機等の管理に関すること
・施設の防火管理に関すること。

管理補助員

管理員（常勤１・非常勤２：専任）

・夜間休館時間帯の警備（防犯、防災対策）に関すること

いこいの杜警備員と兼務

警備員（非常勤２：兼務）

・体育センター会計に関すること
　（予算、決算、収支状況の把握など）
・委託契約事務等に関すること
・施設の設備維持管理に関すること
・職員の給与、勤務に関すること
・苦情解決委員会に関すること

障害者福祉センター厚和寮長との兼務
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